
  

足利渡良瀬ゴルフ場の管理に関する年度協定書 

 

 

足利市（以下「甲」という。）と          （以下「乙」という。）とは、令

和  年  月  日に甲乙間で締結した足利渡良瀬ゴルフ場の管理に関する基本協定書

第 5０条の規定に基づき、令和  年度における足利渡良瀬ゴルフ場の管理について、次

のとおり協定（以下「年度協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 年度協定は、令和  年度における足利渡良瀬ゴルフ場の管理業務の実施に当

たり、必要事項を定めることを目的とする。 

 

（協定期間） 

第 2 条 年度協定の期間は、令和  年 4 月 1 日から令和  年 3 月 31 日までとする。 

 

（事業計画） 

第 3 条 乙が実施する管理業務の内容は、別添事業計画書のとおりとし、乙は、事業計

画に沿って管理業務を行わなければならない。 

 

（指定管理料） 

第 4 条 令和  年度の指定管理料は、年間 ０ 円とする。 

 

（疑義等の決定） 

第 5 条 年度協定に定めのない事項及び年度協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙は

誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。 

 

 

本年度協定を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。 

 

 

令和  年 4 月 1 日 

 

 

甲 所在地 足利市本城三丁目 2145 番地 

 名称 足利市 

 代表者 市 長  早 川 尚 秀  ㊞ 

 

 

乙 所在地  

 名称  

 代表者              ㊞ 



 

別 添 

 

 

事 業 計 画 書 

 

 

施 設 名 称 足利渡良瀬ゴルフ場 

団 体 名  

 

 

１ 基本方針 

１－(1) 現状分析・課題認識 

ア 施設を取り巻く現

状の分析と課題認識

について、どのよう

に考えますか。 

 

【関連する審査基準】 

共通事項(1)②公共性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊年度協定書（協定締結時）には、指定管理者候補者との協議を経た事業計画一式 

（事業計画書、企画事業計画書、独自事業計画書、収支計画書＜当該年度分＞、 

一部業務委託計画、組織体制図、人員配置計画、勤務体制）、管理業務全般のス

ケジュール表等を添付する。 


